
上記とは別に、貨物自動車運送事業法附則第１条の２に規定する違反原
因行為に該当しうる荷主の行為の例として、「輸送の安全確保義務違反を
招くおそれのある異常気象時など、安全な運行の確保が困難な状況で運行を強要するような行為」も示しています。
輸送の安全を確保できないような運行を強要された場合には下記の国土交通省の「輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等

の募集窓口」のホームページや適正取引相談窓口へご提供ください。
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